
野田市立北部保育所の管理に関する変更年度協定書

野田市（以下「発注者」という。）と株式会社コビーアンドアソシエイツ（以下「受注者」と

いう。）とは、令和５年４月１日付けで締結した野田市立北部保育所の管理に関する年度協定

書について、次のとおり変更する協定を締結する。

本協定を証するため、本書を２通作成し、発注者、受注者がそれぞれ記名押印の上、各１通

を保有する。

変更後 変更前

【年度協定書】

（令和５年度の指定管理料）

第５条 １から３（略）

４ 前３項の規定のほか、空調設備工事のた

め、金２，０６８，０００円を支払う。

なお、本項の指定管理料については、工事

完了後実績に応じて精算するものとする。

５ 発注者は、第３条第４項、第４条及び前２

項の規定による適法な支払の請求があった

ときは、その日から起算して３０日以内に指

定管理料を受注者に支払うものとする。

６ 受注者は、発注者の責に帰する理由により

前項の規定による指定管理料の支払が遅れ

た場合には、遅延した日数に応じて指定管理

料に対し、年度協定締結時における政府契約

の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年

法律第２５６号）第８条第１項の規定により

財務大臣が決定する率を乗じて計算した額

を発注者に請求することができる。

【年度協定書】

（令和５年度の指定管理料）

第５条 １から３（略）

４ 発注者は、第３条第４項、第４条及び前

項の規定による適法な支払の請求があった

ときは、その日から起算して３０日以内に

指定管理料を受注者に支払うものとする。

５ 受注者は、発注者の責に帰する理由によ

り前項の規定による指定管理料の支払が遅

れた場合には、遅延した日数に応じて指定

管理料に対し、年度協定締結時における政

府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭

和２４年法律第２５６号）第８条第１項の

規定により財務大臣が決定する率を乗じて

計算した額を発注者に請求することができ

る。



令和５年７月２１日

発注者 野田市鶴奉７番地の１

野田市

野田市長 鈴 木 有

受注者 千葉県野田市中野台５６４番地の２

株式会社コビーアンドアソシエイツ

代表取締役 小 林 照 男


